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行　政　区　名 可　燃 不　燃 資源ごみ

根木・関・南阿那志・北阿那志・小茂田
月・木

４月23日（木） ５月 ７ 日（木）
下児玉・北十条・南十条・沼上・広木 ５月14日（木） ５月21日（木）
駒衣・木部・古郡・甘粕・中里・湯栃・野中

火・金
４月24日（金） ５月 １ 日（金）

小栗・猪俣・湯本・大仏・白石・円良田 ５月 ８ 日（金） ５月15日（金）
※有害ごみ（乾電池・ボタン電池・蛍光管・体温計）、使用済小型電子機器（25㎝×15㎝

以内）は役場、コミュニティセンターで収集しています。
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新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をおねがいします

３つの 密 を避け
ましょう！

❶換気の悪い

密閉空間
❷多数が集まる

密集場所 密接場面
※３つの条件のほか、共同で使う物品 には

消毒などを行ってください。

❸ 間近で会話や
発声をする
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禁煙外来治療費を助成します！

【対　象】　町内在住の20歳以上のかた

【助成額】　上限　20,000円
※助成対象経費は、禁煙治療にかかる医療費お
よび薬剤費となります。

※助成対象経費が２万円未満の場合は、かかっ
た費用が助成額となります。

※助成を受けられるのは一人１回までです。

【定　員】　20名まで（先着順）
【受　付】　５月７日㈭～令和３年３月31日㈬
【禁煙外来治療指定実施医療機関】
美里町：�美里クリニック
本庄市：�飯塚内科産婦人科・久保医院・はにぽ

んクリニック・堀川病院・本庄早稲田
クリニック・本間内科皮膚科クリニック・
吉沢病院

神川町：関根内科外科医院
上里町：�けやきクリニック・彩の丘クリニック・

辻クリニック・土尾内科クリニック

【利用の流れ】
①事前の届出
　初回受診前に保健センターへ「美里町禁煙外来治
療費助成事業事前届出書＊」を提出
②診察を受け、５回の治療が終了した後、事前届出
日から６か月以内に保健センターへ申請
③治療終了後、アンケートに回答

　４月１日から飲食店など、多数のひとが利用する施設での屋内での喫煙が禁止となりました。
この機会にご自身そして、周りのひとのために、禁煙にチャレンジしてみませんか。

高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成します！
　町では、ワクチン接種により肺炎を予防し、安心して過ごせるよう、今年度も肺炎球菌ワク
チン予防接種費用の一部を助成します。

【自己負担額】　2,000円
【期　　　限】　令和３年３月31日㈬まで
【実 施 回 数】　１回のみ
【接種対象者】
①美里町にお住まいの令和３年４月１日までに
65歳以上になるかた（昭和31年４月１日以前
に生まれたかた）で今までに肺炎球菌ワクチ
ン予防接種の助成を受けたことのないかた
②60歳以上65歳未満のかた（昭和30年４月２
日～昭和35年４月１日生まれ）で、心臓、じ
ん臓、呼吸器または免疫機能に障害がある身
体障害者手帳１級相当の、今までに肺炎球菌
ワクチンを接種したことのないかた

※�令和２年度に65・70・75・80・85・90・95およ
び100歳になるかたで、今までに肺炎球菌ワクチン予
防接種の助成を受けたことがないかたは、法に基づ
く定期接種の対象となります。個別に予診票を送付
します。
※上記以外の年齢のかたで接種を希望されるかたは、
保健センター健康増進係へ電話（☎76-2855）また
は直接窓口でお申し込みください。後日、必要書類
を送付します。

※令和２年度以前の予診票をお持ちのかたは再度申し
込みが必要となります。

※生活保護世帯および中国残留邦人等支援受給者のか
たは「受給証」などを医療機関へ提示すると接種費
用が無料となります。

※東日本大震災で被災されたかたは接種費用が無料に
なります。事前にお問い合わせください。

《必要書類》
・美里町禁煙外来治療費助成金支給申請書兼請求書＊

・禁煙外来治療に要した費用が確認できる領収書など
・医療機関の定める禁煙治療が完了したことが分
かる書類または禁煙外来治療完了証明書＊

《注意》
・５回治療をしていることが条件です（中断した
場合は対象外）。※通常約３か月で５回通院
・申請における書類（＊）は保健センター窓口お
よび町ホームページから入手できます。

問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855

問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855
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がん患者ウイッグ購入費を助成します！

【対象者】　がんと診断され、抗がん剤治療などの
副作用による脱毛症状によりウイッグを購入
したかた

【助成額】　上限　30,000円
【助成回数】　１人につき１回限り
【申請に必要なもの】
①美里町がん患者ウイッグ購入費助成金交付申請
書兼請求書＊

②脱毛の副作用があるがん治療を受けていること
がわかる書類（治療方針計画書、薬局で発行す
る薬剤説明書の写しなど）
③ウイッグ購入の領収書
＊様式は、保健センター窓口または美里町ホーム
ページで入手できます。

【申請期間】　購入日から６か月以内
【申請先】　保健センター

　がん治療中の町民のみなさまの社会生活を応援し、よりよい療養生活が送れるよう、ウイッ
グの購入費用を助成します。

妊産婦の医療費の一部を助成します！
　妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、安心して子どもを産み育てることができる
環境づくりのため、妊産婦医療費を一部助成します。

問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855

問合せ＝保健センター　子育て支援係　☎76-2855

風しん抗体検査・予防接種について
　令和元年６月に、昭和37年４月２日から昭和54年４月１日に生まれ
た男性に対して、風しんの抗体検査および予防接種を受けられるクー
ポン券を送付しました。
　送付したクーポン券の有効期限は、令和２年３月31日までとなって
おりますが、国の方針でそのまま１年延長して利用できます。
　まだ検査を受けていないかたは、大切なひとと自分自身のため、検
査を受けていただくようお願いします。
　対象のかたには、３月下旬にご案内を送付しています。
　詳細については、送付したご案内をご覧ください。

問合せ＝保健センター　健康増進係　☎76-2855

【対 象者】　受診した日に町に住民登録のある妊産婦
【助 成内容】　保険診療分の医療費自己負担額（入
院・通院・薬局）から高額療養費や附加給付金
などの各種保険給付およびひとり親家庭などの
医療費支給額を差し引いた額が対象

【対 象となる期間】　母子健康手帳が交付された日
（または母子健康手帳を持って美里町に転入し
た日）から出産（流産を含む）された月の翌月
末日まで

※�令和２年４月１日以降に受診したものが対象
です。

【申請期限】　出産日から１年以内
【申 請方法】　妊産婦医療費助成金交付申請書兼請求
書を記入のうえ、医療機関の領収書および医療
費明細書の原本、母子健康手帳、健康保険証お
よび振込先通帳の写しを保健センターに申請し
てください。詳しくはお問い合わせください。
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◇戸籍住民事務…�住民票（広域交付を除く）の交付、戸籍謄本等の交付、印鑑登録、
印鑑証明書の交付、通知カードの再交付申請の受付

※住所異動（転入・転出等）の手続きはできません。
※交付申請の際に不正防止のため本人確認をさせていただきます（免許証等の提示）。

◇税金等の納付…�個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、集落排水使用料

（納付書持参）の納付

次回の延長窓口（戸籍住民事務、町の税金、水道料金の納付）

❖法律相談
と　き／５月12日㈫　午後１時～３時受付
ところ／役場１階　第３会議室
内　容／弁護士による法律相談
対　象／町内在住のかた
問合せ／総務税務課　総務係　☎76-1115

❖消費生活相談　　　　　　
とき・ところ／毎週月・水・木・金曜日� 本庄市役所
　　　　毎週火・金曜日� � 上里町役場
受　付／午前９時30分～正午
　　　　午後１時～３時30分
問合せ／農林商工課　産業振興係
　　　　☎76-5133

❖心配ごと相談（人権相談）　
　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため
５月15日㈮の心配ごと相談は中止します。
問合せ／社会福祉協議会（保健センター内）
　　　　☎76-3601・75-1109

❖さわやか相談（教育相談）　
と　き／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　午前10時～午後３時
ところ／美里中学校（さわやか相談室）
対　象／町内在住の学生と保護者
相談方法／電話・手紙・来室
問合せ／美里中学校（さわやか相談室）
　　　　☎76-4415（直通）

❖公認心理師によるこころの相談
と　き／４月22日㈬
　　　　５月８日㈮・13日㈬・20日㈬・

27日㈬
事前予約／毎週月～金曜日
　　　　午前９時～午後５時
※相談は事前予約が必要です。
内　容／ 子どもの発達や育児、家庭や人間関

係などの悩みごと
相談方法／面談、学校・家庭訪問
問合せ／社会福祉協議会（保健センター内）
　　　　☎75-1109

❖脳の元気度チェック＆相談会
と　き／毎週火曜日（祝日は除く）
　　　　午前９時30分～11時30分
　　　　（電話などで要事前予約）
ところ／保健センター
対　象／町内在住の認知症の心配があるかた

またはご家族
内　容／簡単な認知症チェックと生活上の相

談など
問合せ／地域包括支援センター　☎76-1325

●日曜開庁日

４月26日（日）
午前８時30分～正午

●窓口業務延長日
５月14日（木）
午後７時15分まで延長

❖どれみ広場　　
日時＝５月18日㈪　午前10時～11時30分
対象＝３歳までのお子さんと保護者（未就園児も可）
内容＝リトミック（音楽遊び）
❖すこやか広場／育児相談・計測  
　お子さんと一緒に遊びながら、楽しい時間を過ごしてみ
ませんか？　お気軽にお出かけください。
日時＝５月13日㈬　午前10時～11時30分
持ち物＝母子健康手帳（計測希望者のみ）
❖親子あそび広場  
　親子でカラダを動かして遊ぶ教室です。
　動きやすい服装でご参加ください。
日時＝５月26日㈫　午前10時～11時30分
対象＝３歳くらいまでのお子さんと保護者
持ち物＝バスタオル１枚
❖すこやか広場　～多目的室自由開放日～
　保健センター「多目的室」を自由開放しています。お友
達も誘って、お気軽にお出かけください。
日時＝５月13日㈬・18日㈪・26日㈫　正午～午後４時
☆飲食可、予約不要
❖あかちゃん広場
　母乳や育児について助産師や保健師、子育て中のママ達
と一緒に話してみませんか。
日時＝５月７日㈭　午前10時～11時30分
内容＝離乳食のお話・赤ちゃん体操
持ち物＝バスタオル、母子健康手帳（測定の記録をします）、

フェイスタオル２枚（母乳相談予約者）
☆個別の母乳相談は予約制（①午前10時～10時15分　②午

前11時15分～11時30分）となりますので、電話でお申し
込みください。

❖乳児健診
日時＝５月15日㈮　午後０時45分～１時15分受付
対象児＝令和１年５月・７月・10月・令和２年１月生まれ
内容＝身体測定、内科診察、育児相談など
持ち物＝質問票（記入したもの）、母子健康手帳、バスタオ

ル（おくるみ）
❖１歳６か月児健診　
日時＝５月８日㈮　午後０時45分～１時15分受付
対象児＝平成30年８月～10月生まれ
内�容＝身体測定、内科診察、歯科診察・フッ素塗布・ ブラッ

シング指導、育児相談など
持ち物＝質問票（記入したもの）、母子健康手帳、歯ブラシ

( 自宅で使用しているもの）

会場は保健センター　☎76-2855


